
「よくわかる事業承継（四訂版）」の記載内容に以下２箇所の誤りがありましたので、
訂正してお詫び申し上げます。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

■該当箇所：102 ページ（注）以下の表中の囲線内の数値

  【誤】

102

◇土地保有特定会社から一般会社へ
　土地保有特定会社とは、次の要件に該当する会社です。

（注�）小会社の場合には次のように、総資産価額によって会社規模を分けています。下表のいずれにも該当しな
い小会社は、土地保有特定会社の判定は不要とされます。

総資産価額

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・
サービス業以外

注（a）の小会社 20億円以上 10億円以上 10億円以上

注（ｂ）の小会社 7,000万円以上
20億円未満

4,000万円以上
10億円未満

5,000万円以上
10億円未満

�

─ 対 策 ─
①ビル建設等、土地以外の資産を取得する。
②�土地を現物出資して子会社を設立し、土地から株式へ資産構成を変更する。

─ 対 策 ─
配当の実施や益出し等を検討する。

土地と土地の上に存
する権利（土地等）
の価額①

①�＋�②

土地等以外の財産の
価額②

会社の区分 該当要件

大会社
�　　①　　　
���①�＋�②　��

≧�70％

中会社
�　　①　　　
���①�＋�②　��

≧�90％

小会社
　�　①　　���≧�70％�注（a）
���①�＋�②　��≧�90％�注（b）

B/S

◇比準要素が１つしか無い会社
比準３要素中、２以上が０である会社を、
「比準要素１の会社」といい、このような会
社は原則として純資産価額方式によって評価
します。ただし、比準要素１の会社に該当し

ている場合でも、納税義務者の選択により、
Lの割合0.25とした類似業種比準価額と純資
産価額の併用方式により計算した評価額によ
ることもできます。

土地保有特定会社は、会社の総資産に占め
る土地等の財産の価額が、「会社の値打ち」
イコール「土地の値打ち」と言えるほど大き

いので、純資産価額方式での評価額算定を要
請される会社です。

会社の規模区分は、直近事業年度の従業員
数、取引金額（売上高）、総資産価額によっ
て決まります。

会社の規模が大きいほど株式評価に類似業
種比準価額の占める割合が大きくなります
が、中小企業の場合は、純資産額価額の方が

◇会社の区分を変更する

  【正】

102

◇土地保有特定会社から一般会社へ
　土地保有特定会社とは、次の要件に該当する会社です。

（注�）小会社の場合には次のように、総資産価額によって会社規模を分けています。下表のいずれにも該当しな
い小会社は、土地保有特定会社の判定は不要とされます。

総資産価額

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・
サービス業以外

注（a）の小会社 20億円以上 15億円以上 15億円以上

注（ｂ）の小会社 7,000万円以上
20億円未満

4,000万円以上
15億円未満

5,000万円以上
15億円未満

�

─ 対 策 ─
①ビル建設等、土地以外の資産を取得する。
②�土地を現物出資して子会社を設立し、土地から株式へ資産構成を変更する。

─ 対 策 ─
配当の実施や益出し等を検討する。

土地と土地の上に存
する権利（土地等）
の価額①

①�＋�②

土地等以外の財産の
価額②

会社の区分 該当要件

大会社
�　　①　　　
���①�＋�②　��

≧�70％

中会社
�　　①　　　
���①�＋�②　��

≧�90％

小会社
　�　①　　���≧�70％�注（a）
���①�＋�②　��≧�90％�注（b）

B/S

◇比準要素が１つしか無い会社
比準３要素中、２以上が０である会社を、
「比準要素１の会社」といい、このような会
社は原則として純資産価額方式によって評価
します。ただし、比準要素１の会社に該当し

ている場合でも、納税義務者の選択により、
Lの割合0.25とした類似業種比準価額と純資
産価額の併用方式により計算した評価額によ
ることもできます。

土地保有特定会社は、会社の総資産に占め
る土地等の財産の価額が、「会社の値打ち」
イコール「土地の値打ち」と言えるほど大き

いので、純資産価額方式での評価額算定を要
請される会社です。

会社の規模区分は、直近事業年度の従業員
数、取引金額（売上高）、総資産価額によっ
て決まります。

会社の規模が大きいほど株式評価に類似業
種比準価額の占める割合が大きくなります
が、中小企業の場合は、純資産額価額の方が

◇会社の区分を変更する
≪ 裏面あり ≫



■該当箇所：104 ページを下記に差し換え

最終更新日：令和6年3月13日

104

◇類似業種比準価額引き下げ対策の効果
Ｐ90のＸ社が、他の条件は変わらないもの

として下記の対策を講じた場合の株価は各々
次のように変わります。

対策1
配当の支払いを２期休み
オーナーへ退職金53,000,000円を支払い、申告所得を０円に（注）

直前期末の資産合計（相続評価）1,447,000千円、（簿価）947,000千円に

効果

＊１株当たりの年配当額

（０＋０） × 1/2
 = 0円

10,000,000 ÷ 50

＊直前期１株当たりの年利益金額

0 － 13,000,000 ＋ 2,000,000 － 306,000
 < 0円　　∴0円

10,000,000 ÷ 50

＊１株当たりの純資産価額

10,000,000 ＋（540,000,000 － 53,000,000）
 = 2,485円

10,000,000 ÷ 50

＊類似業種比準価額

351 ×
（0/7.4 ＋ 0/34 ＋ 2,485/366）

 ×0.6 = 475.9円
3

475.9 × 500/50 = 4,759円

＊純資産価額

1,447,000,000 － 450,000,000 －（1,447,000,000 － 947,000,000）× 0.37

20,000株

= 40,600円

＊類似業種比準価額・純資産価額の併用

4,759 × 0.9 ＋ 40,600円 ×（1 － 0.9）= 8,343円

対策２
業容拡大により、売上高を30億円以上（従前26億円）にできれば、会社規模が大
会社になる。

効果
純資産価額との併用の必要がなくなるので、類似業種比準価額の4,759円がそのま
ま相続税評価額になります。

（注）�直前期末の２要素（配当、利益）がゼロですが、直前々期末の３要素ともプラスのため、比準要素が１つ
しか無い会社（P102）には、該当しません。




